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ハンガリーは私有化のなかでどのような所有構造に
　　　　　　　　　　　　　　　　達したのか

田　中　　　宏

は　じ　め　に

　ハンガリーの私有化は成功したのか。現在は野党になっている自由民主連盟（ＳＺＤＳ）の老練

な経済学者，タルドシュ ・マールトンは「経済評論」でこのように問題提起した。［Ｔａｒ
ｄｏｓ

Ｍ虹ｔｏｎ（１９９８）１もちろん，この問いに回答するには，体制転換とは何か，とのような視角から

私有化をみるのかが問われなければならないだろう 。それは更に湖れば，１９８９年以前のハンガリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
一がどのような体制であり ，どのような欠陥を抱えていたのか，その総括にもかかわる 。

　では，中東欧の体制転換をどのように理解できるのか。それは次のような２ないし３つの側面

の絡み合いの過程であると見傲すことができるだろう 。ひとつは一党制から複数政党制の議会制

民主主義への移行，もうひとつは計画経済制度 ・国家的所有優位の体制から私的所有に足をおく

市場経済への移行（あるいは，指令経済から市場経済への移行と中央計画秩序から白生的 ・開かれた秩序

への移行）である 。このような認識理解に基づきながら ，中東欧諸国の私有化を競争論的視角か

ら総括したチャハは，私的所有への転換の程度と速度を重視し，競争的視角を欠落された所有権

学派的アプローチを批判して，¢経済の集中化，マクロ経済構造の歪み，転換の遅れ，　新しい

独占的組織の再生，保護主義的徴侯の復活，　近代的企業マネジメントヘの移行の失敗，遅れ ，

を指摘している 。そして民間セクター比率の量的拡大は体制転換の前進指標とはならないし，自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
生的秩序（市場経済）を生み出す上での国家の役割を重視することを肯定している 。

　さて，論議を本筋の私有化に戻そう 。これまでのハンカリーの私有化と所有構造の研究は，体

制転換初期にかんするスタークの調査研究の検討のみに留まっていた。そのスタークは以下の２
　　　　　　　３）
点を明らかにした 。

　１）ハンガリーにおける所有構造は，相互持ち合い所有の水平的結合と ，持ち株会社の内部で

　　のマトリョーシュカ人形のような垂直的結合が絡み合った，コンフィグレーション型のネ ソ

　　トワークの基づく所有となっ ており ，国家的所有が私的所有に単線的に転化するのではなく

　　て，国家的所有と私的所有がこのネ ットワークのなかで再結合している 。

　２）この再結合所有は，ハンガリーだけの特徴ではなく ，チ ェコ 等にも検出でき ，西欧型，ア

　　ジア型とも異なる東欧資本主義の独自性を示すものとなる 。

（３７８）
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このような現象を違う側面（政治一階級形成論）から接近したものにセレーニィらの研究がある
。

その論点は以下の通りである 。［Ｅｙａ１，Ｓｚｅ１６ｎｙｉ，Ｔｏｗｎｓ１ｅｙ（！９９７）１

　１）ポスト共産主義（東欧）の経済制度と階級関係は市場という経済調整機能を通じて形成さ

　　れるが，私有化のなかで所有が拡散され，所有者を確認することができない（資本家なき資

　　本主義）。 所有権の分散は先進国にも共通の現象であるが，特に体制転換から必然的に派生

　　する経済的不確実性に伴うリスクを分散しようとするインセンティブが働くためである 。そ

　　 こでは管理者が意思決定権を有している（マネーシャーリアリスム論）。 その権力は文化的資本

　　の形態をとり ，他方で，権力の中枢には財務の管理者が位置している 。したがって，移行経

　　済のイデオロギーはマネタリズムである 。

　２）資本の原始的蓄積論の移行経済への適用は誤りである 。上記のようにノーメンクラトゥー

　　ラが資本蓄積の主体になるわけでもないし，第二経済の主役たちが蓄積の主体になるわけで

　　もないからである 。

　これまでスタークらの研究に非常に注目したのは，その研究の諸結論が推論的に移行経済の全

体像的な把握への手掛かりを与えてくれるからであった。だが，世界経済とＥＵ統合の関連の

なかで，スタークのいう再結合に基づく東欧型資本王義は過渡的性格にととまる可能性があるこ

ともそこでは指摘した。その後，この線上の研究は停止したままであ った 。

　本稿の問題意識は次の諸点を解明することにある 。中断していた私有化と所有構造の研究を再

開し，私有化過程の１０年問を経てハンガリーは国家的所有を基盤とする所有構造からいかなる所

有構造に転化していったのか。その転換した所有構造はいかなる特徴を持ち，どのようなタイプ

の企業家が主体となることを保障しているのか。それはどのような意味で他の体制転換諸国と同

一であり ，また異なるのか 。

　最初にハンガリーの私有化の１０年間とその成果を簡単にふりかえり ，その次に３つの調査研究

の結果について検討していこう 。

第１章　ハンガリー私有化の約１０年

　ハンガリーの私有化の約１０年問は，体制転換と政権交代の時期と重なり ，以下のように３つの
　　　　　　　　　　　　　　　４）
時期に区分して考察できるだろう 。

　私有化の準備期（１９８８年一９０年春）

　ハンガリーの私有化は特に計画経済体制の改革，分権化と市場化のなかで８０年代に準備されて

いた。この分権化と市場化そして国家補助の削減のなかで，１９８５年には企業（評議会）は，企業

資産の利用法の変更を含めて，企業活動の意思決定権を獲得していた。この流れに，１９８８年の会

杜法，１９８９年の憲法４条改正（所有権と営業の自由，さまざまな所有形態の法的平等），１９８９年の体制

転換法，１９８９年の外資保護法という法制度の整備が更に加わ った。その結果，政治的体制転換前

に私有化が部分的にスタートしていた。これは自発的私有化と呼はれ，２５の国営企業では，管理

者王導により ，一方では企業内の工場 ・分野等を分離し，会社化 ・商業化し，他方ではこの企業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７９）



　１３２　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４８巻 ・第３号）

グループを統括する企業センター（持ち株会社）を設立した。これにより ，赤字部門の分離，新

しい所有者や資金提供者の発見，新市場への参入を容易にして，企業グループ全体としての生き

残りを確保しようとしたのである 。それは政治的ノーメンクラトゥーラの変身，国家資産の私的

取得として非難された 。

　私有化の本格的開始と実施（１９９ト１９９４）

　体制転換の初の総選挙後，ハンガリー民主フォーラムのアンタル政権は管理者主導の自発的私

有化の流れを止め，国内の所有者の育成に優先権を置き ，国家主導の上からの私有化を進めた 。

まず，そのために国家資産庁法，コンセッション法，プレ私有化法が法制化の最初の波として

１９９０年に成立した。アンタル政権によっ て１９９２年ｒ所有私有化政府戦略」が発表され，同年９月

には私有化法が制定された。この時期，無料分配型私有化と優遇措置スキームによる私有化，セ

ルフ私有化のように私有化の方式が多様化したところに特徴がある 。組織的には，国家資産庁

（ＳＰＡ ：１９９ト１９９５年），国家持ち株会社（ＳＨＣ ：１９９２－１９９５年）が設立された。第１次私有化プログ

ラム（業種の異なる優良な２１企業，１９９０年９月），プレ私有化（店舗，レストラン等の売却，１９９７年まで

１万件以上），第２次私有化（８５企業，１９９１年１月），ダウンタウン事務所ビルプログラム（１９９２年）
，

セルフ私有化（約５００企業，１９９１年，ＳＰＡが指定したコンサルタント会社との契約に基づく私有化），城

郭等の私有化プログラム（１９９３年）が実施されると同時に，旧所有者への国有化された資産の返

却を代替する賠償ウァウチャー（２００万人に２２００億フォリント分配）や，Ｅｘ１ｓｔｅｎｃｅ 信用，私有化信

用， 従業員株式プログラム ，私有化リーシングなどの方法も採用された。国家主導と無料分配型

に傾斜した私有化は，投資家を十分に引き付けず，私有化の進行を遅延させた。対照的に，セル

フ私有化の方は私有化過程の「私有化」を促した 。

　「大私有化」の加速化と終焉開始の時期

　１９９４年の総選挙に政権についた社会党 ・自由民主連盟（ＳＺＤＳＺ）連立政権は，新しい枠組みの

中（国家資産庁と国家持ち株会社の並存状態の停止，私有化持ち株会社ＳＨＰＣの設立）で私有化を加速
，

終焉（公共施設 ・エネルギー部門，銀行までの私有化）させるために，１９９５年に新しい「私有化法」

を制定した（９７年一部修正）。 入札方式，戦略投資家への直接売却の方式が主要に採用された。特

に１９９５年からは私有化収入の最大化と外資優遇が強調され，１９９７年からは，経済の安定化と企業

の再編が成功したことで，資本市場を通じた私有化取引が強調されるようになった。１９９８年には
，

まだ売却可能な資産が残されるが，大規模な私有化が終ったとされる 。現在は制度的私有化を終

了させる準備（長期の国家資産の管理方法の決定）に入っている 。

　そこで，どのように国営企業が私有化されたか，簡単に概観していこう（第１表）。

［Ｃｓをｋ１－Ｍａｓｃｈｅｒ（１９９８）１ハンカリーの私有化の典型的特徴は国営企業を再編成したあとにその

会社を売却する方式であ った。再編では次のような形になっている 。１９９０年，ＳＰＡには１８５９の

企業，経済組織が所属していた。この中から ，この約１０年問に，ほぽ１３００社が営利会杜に転換さ

れていった。さらに，１９９７年末までに所有権管理団体（ＡＰＶ等）が他の所有権管理団体に移籍し

た企業，経済組織が８５ある 。また，国家の企業資産の一部は清算あるいは最終的に解散され

（４５８企業），９８年年初には３つの国営企業が残ったのみである 。そこで，所有権管理団体が法人会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８０）
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杜へ転換した１３００社に加えて，所有権管理団体によって９７年末までに４００社以上（第１表では３９９

社）が設立されたので，合計で１６９９企業が私有化の対象とされた訳である 。転換後の売却では ，

そのうち ，１９９７年末まで２３１の会社が清算あるいは解散させられた（第１表では２０７杜）。 他の資産

管理団体へ移籍されたものは７２社である 。更に，１００％売却され，完全に私有化されたのは ，

１９９８年始めまでに ，１！２５社（同１０５３社）にのぼつた。そして２００を超えない多数株あるいは少数株

所有の会杜（同それぞれ１７８，１８６社）が国家私有化持ち株会社の資産ポートフォリオのなかで私有
　　　　　　　５）
化を待っている 。

　１９９０－９７年の期間の私有化収入は１兆４４３７億Ｆｔで（１９９５年４８１０億ＦＴが最高の収入であ った），そ

のうち９５％が現金，現金収入のうち８５％が外貨である 。

　売却方式が優先されたことにより現金がきわめて高い割合を占めていることがハンガリーの私

有化のもうひとつの特徴である 。

　ここで，ハンガリーの私有化の到達点を確認しておこう 。１９９８年初頭までに国家資産の大半は

非国家的経済主体の手に移ったことが分かる 。第２表によれば，９７年末にハンガリーの資本資産

のなかで３分の２以上（７２％）は私的所有者の手元にあり ，全体の３８％はハンガリーの国内所有

者に渡り ，また約３分の１（３４％）が外資の手にある 。非私的所有の資産は全体の２８％を占める

が， １８％は国家所有，約８％は地方自治体所有となっている 。このような比率の達成は，単に旧

国家資産の私有化の成果だけではなく ，外資によるグリーンフィールト投資と国家資産の喪失の

結果でもある 。［Ｖｏｓｚｋａ（１９９８）ｐ６８６１私有化を含む体制転換の過程で私的所有を基盤にした経

済にハンカリーが移行したことを所有構造の形式的な数値の側面から確認できるだろう 。この点

からして，スタークが観察してた体制転換の初期とは異なる地点にハンガリーが到達している可

能’性があるだろう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　第１表　国営企業の転換

　　　　　　　　　国営企業（１９９０年１月１日現在）　　　　　　　　　　　　　１８５９

内　訳　　１９９１年１月１日から転換された部分

　　　　他の資産管理組織からの移籍

　　　　他の資産管理組織への移籍

　　　　部分的清算企業

　　　　最終清算企業

　　　　会社に転換された企業

　　　　当面国営企業残留

体制転換により設立された会社

設立と分離による会社

他の資産管理組織よりの引き受けた会社

会社　小計

　１
８５

３５３

１０５

１３００

　３

１３００

３６９

　３０

１６９９

内　訳　　他の資産管理団体への移譲

　　　　部分的清算会社

　　　　最終清算会社

　　　　営業停止会社

　　　　完全私有化会社

　　　　資産管理にある会杜

　　　　当面の国家管理下の会社箏

　　　　　その内　　　　国家多数株所有会杜

　　　　　　　　　　　国家少数株所有会社

７２

１４８

３７

２２

１０５３

　３

３６４

１７８

１８６

＊　そのうち１！６社が恒常的な国家所有である（１９９７年法律に基づく）。

出所Ｃｓａ
ｋ１－Ｍａｓｃｈｅｒ（１９９８） ，ただし私有化モニター１９９７年９月号より重引 。

　　　　　　　　　　　　　（３８１）
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第２表ハンガリーの所有タイプ別の所有構造 （資産比率）

所有タイプ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７

ハンガリー個人所有者 ９． ８ １１ ．９ １２ ．３ １２ ．４ １２ ．６ １２ ．８

ハンガリー 会社 １２ ．４ １４ ．２ １７ ．１ １９ ．９ ２０ ．５ ２１ ．８

協同組合 ２． ８ ２． ６ ２． ６ ２． １ ２． １ ２． ２

ＭＲＰ組織 ０． １ ０． ３ ０． ９ １． ０ １． ２ １． ２

小計（国内所有） ２５ ．１ ２９ ．０ ３２ ．９ ３５ ．４ ３６ ．４ ３８ ．Ｏ

外資所有者 １０ ．１ １６ ．１ １８ ．９ ２７ ．９ ３１ ．５ ３４ ．０

小計（私的所有） ３５ ．２ ４５ ．１ ５１ ．８ ６３ ．３ ６７ ．９ ７２ ．０

中央政府所有 ５８ ．９ ４８ ．４ ４０ ．４ ２９ ．５ ２２ ．５ １８ ．０

地方自治体所有 ５． １ ５． ８ ６． ６ ６． ３ ７． ５ ７． ８

その他 ０． ８ ０． ７ １． ２ ０． ９ ２． １ ２． ２

国家的所有とその他 ６４ ．８ ５４ ．９ ４８ ．２ ３６ ．７ ３２ ．１ ２８ ．０

総　計 １００ ．Ｏ １００ ．０ １００ ．Ｏ １００ ．０ １００ ．０ １００ ．Ｏ

　　出所 ：Ｖｏｓｚ
ｋａ（１９９８） ，６８６．ｏ

また，このような変化が達成されたのが１０年間という短期問であ った 。

第２章　トートによる企業家の所有結合についての分析結果

　では，スタークの再結合所有論の再検討に入ろう 。最初にこの問題に真っ正面から取組んでい

るトートの研究を取り上げる 。トートによるスタークの検討は理論的側面からと調査の側面から

と２通りの接近がなされている 。その核心部分は以下の通りである 。

　スタークの理論的欠陥

　最初に理論的側面からの批判を見ていこう 。トートによれば，再結合所有とクロス所有は，前

者が◎国家所有と私的所有の混合であり ，　旧国営企業のなかではなく ，新しく形成された私的

企業群のなかに出現している点で後者と異なる 。その再結合所有の誕生については，以下の３つ

の解釈が可能となるだろう 。

　（１）６０年代，７０年代に企業の集中化の過程で大企業内のネ ソトワークが形成されていたが，大

　　企業の「爆発」「分裂」のなかで，旧大企業のマネージャーの問接的 ・直接的私的所有のも

　　とに私有化された企業は入る 。その企業の投資活動を通じて企業間ネ ットワークが形成され

　　てきた。短期的現象である 。

　（２）私有化と全く関係なく ，６０年代，７０年代の企業集積コングロマリソトのｒ逆立ちしたピラ

　　ミノ ド企業構造」が，市場へ適用するなかで，センター企業に従属する垂直的ネ ソトワーク

　　を形成してきた。すでに，私有化以前の８０年代後半にこの過程は開始している 。

　（３）ハンガリーのクロス所有は体制転換の特殊性として長期的特徴であり ，再結合所有は自由

　　市場と国家統制主義とは異なる第三の調整メカニズムとして出現している 。

　私見によれば，（１×２×３）のそれぞれをマネジャー支配の現象形態論，市場経済適用の技術的側面

論， 第３調整メカニズム論と呼ぶことができるだろうが，この最後の，スタークによる第３の調

整メカニスム論には，次のような批判がなされている 。つまり ，長期問の企業間クロス所有関係

の存在自体は，先進諸国に共通する現象であり ，移行経済に特殊な現象ではない。しかも ，彼の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８２）
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ネノトワーク所有の分析には以下のような重大な欠陥が存在する 。（工）所有関係とは指令等の行為

の他動性，方向性を含むが，再結合所有の中心部では他動性が全く表示されていない。　所有関

係を価値表示することがなされていない（Ｏ．１％の所有と７０％の所有が同列に論じられている）。 それ

ゆえに再結合所有が経済生活や企業間関係のなかで演じる役割については過大評価がなされてい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
る恐れがある 。以上がスターク研究がもつ欠陥の論理的核心部分である 。次にトート自身の行な

った調査結果を検討していこう 。

　卜一トによる調査結果

　トートの調査研究は，所有関係の分布について，他企業への投資参加の頻度と ，企業特徴とそ

の関運性とを調査することで解明しようとしたものである 。アンケート調査と会杜税統計のべ一

ターべ一スの処理が行なわれている 。トートによれば，この分析には，２つの制約がある 。ひと

つは，スタークのように，ひとつひとつの会社の結合関係を抽出分析したものではなく ，ふたつ

めには，所有関係以外に存在する企業間諸関係が分析の対象から落ちているからである 。対象時

期は１９９２－９６年である 。その調査検討の結果は以下の通りである 。

　１）最初に，トートはアーブラハームらの研究成果に依りながら次の点を確認している 。私有

　　化された企業（１９９５年，２１０社調査）は，ひとり所有者企業が１９％，２人が３！％，３人が

　　２５ ．２％，４人以上が２４ ．８％で，全体の４分の３の企業は３人以下の所有者の下にある 。だが ，

　　多数者による所有であ っても一人が過半数（５０％以上）を所有している企業は８１％にもなる 。

　　 これは，ハンガリーの大半の企業では，所有者から自律した管理者の権限を想定することを

　　不可能にしている 。しかしながら ，他方，管理者が自企業 ・企業集団を通じて所有者になっ

　　ていることを加味しながら ，企業の半数近くで（４８．１％）で管理者か従業員が所有者として

　　位置していることを考慮すると ，管理者は資産の処分権を集中しているだけでなく ，所有権

　　も行使しているとも判断できないだろうか。だが，この判断は所有の分散と私的所有の不在

　　を論拠とするセレーニイーのマネージャーリアリズム論とは異なるものである 。

　２）ハンガリー 企業が他のハンガリー 企業に資本参加しているかどうかの調査では ，

　　１９９２－１９９５年の問には，１０分の１のハンガリー企業しか他企業に資本参加していない。この

　　数値は期問中に若干変動があ った。このような他企業への資本参加は，私有化とは独立して

　　発生している 。なぜなら ，その多くは，初期の段階でほとんどが私有化されているからであ

　　る 。他企業への投資を行った企業は１９９２年一１９９５年にその数が倍加しているが，投資してい

　　る企業で，国家 ・自治体が主要に所有している企業の比率は３０ ．３％から５ ．２％に急減してい

　　る 。

　３）銀行はほとんどハンガリー企業の所有者として登場していない。（第３表参照）

　４）次に，他企業へ資本参加を行ない，同時に所有者のなかにハンガリー企業がいるのかどう

　　か（双方向の所有連結）をみると（第４表参照），１９９５年にはハンガリー企業のうち ，７６ ．７％は

　　双方向の所有連結をもたない。トートはこれを「孤立した点」と呼んでいる 。「孤立した

　　点」とは反対の企業では全体の３．１％が双方向の所有連結を持っていることになる 。ところ

　　が，中大企業だけを取り出すと（９６年統計），この「孤立した点」の比率は小さくなり ，

　　 ４７－４９％である 。対照的に，双方向の所有連結をもつものは増えて，１８％となる 。だが，所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８３）



１３６ 　　立命館経済学（第４８巻 ・第３号）

第３表所有者としての国内企業と銀行

ＭＥＲＬＥＧ統計“

ＣＥＧ９６“ ＥＸＰＯＲＴ９６“
１９９３　　　　　　　　１９９４　　　　　　　　１９９５

会社の所有者としての国内会社　　　１６，０　　　１６ ，５　　　１５ ．４

会社の所有者としての銀行　　　　　 ｎ． ａ．　　　　０．６　　　　０ ．５

会社数　　　４６２６３　５３４４３　６１１８４

２０ ，１　　　　　　　２７ ．３

１． ０　　　　　７ ．５

２９１　　　　　２９５

“　ＣＥＧ９６は５０名以上の従業員を抱える製造業，建設，商業　運輸部門２９３社のアンケート結果（９６

　年１１月実施）に基つく 。ＥＸＰＯＲＴ９６は製造業の輸出収入の上位１０００杜のうち２９５社のアンケート結

　果（９６年１月一９７年１月実施）に基つく 。ＭＥＲＬＥＧは製造業，建設業，商業，サービス部門の納

　税申告 ・複式簿記企業の納税申告資料に基づく 。

出所 ：Ｔ６ｔｈ（１９９８） ，６０４ ．ｏ

　　　　第４表　双方向の所有連結（ＭＥＲＬＥＧ統計資料＊に基つく）による

　　　　　　　ハンガリー企業の分類（１９９５年）　　　　　　　　　　　　 （総数 ：６１１８４）

会社の所有者のなかにハンガリー企業は

他企業の会社所有者に いるのか？

なっているのか？ 総計
いいえ　　　　　　　　　は　い

　　、いい疋 ７６ ．７““　　　　　　　　　　　　　　　　　１２ ．５ ８９ ．２

は　い ７．
７　　　　　　　　　　　３ ．１ １０ ．８

総計 ８４ ，５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５ ．５ １００ ．Ｏ

“については，第３表の脚注を参照 。

榊はｒ孤立した点」の比率を示す 。

出所 ：Ｔ６ｔｈ（１９９８） ，６０６．ｏ

　　　　　　第５表　双方向の過半数所有連結による企業分類（１９９６年末）

他のハンガリー企業が過半数の所有となっているのか？

ハンガリー国内企業で過半数 ＣＥＧ９６讐 ＥＸＰＯＲＴ９６“

所有を有しているのか？

いいえ　はい　小計 いいえ　はい　小計
　　、いいスー

６３ ．６榊　　１６ ，８　　　８０ ．４ ６７ ．２“ 　　１１ ，６　　　７８ ．９

は　い １６ ．２　　　　３ ，４　　　１９ ．６ １７ ．６　　　　３ ，６　　　２１ ．１

小計
７９ ，７　　　２０ ．３　　１００ ．０ ８４ ，８　　　１５ ．２　　１００ ．０

総　数 ２９１ ２８９

　　　　 “については，第３表の脚注を参照 。

　　　　榊はｒ孤立した点」の比率を示す 。

　　　　出所 ：Ｔ６ｔｈ（１９９８） ，６０７．ｏ

　　有連結を過半数以上の所有に限定したならば，中大企業の「孤立した点」は６４－６７％まで増

　　加する 。双方向所有連結をもつハンガリー企業はわずかに３％を超えるだけに留まる 。（第

　　 ５表参照）ここからは，ハンカリー企業間では効果的なクロス所有関係が結ばれているのは

　　むしろ例外的であり ，例外性はハンガリー経済全体だけでなく ，ハンガリーの中 ・大企業に

　　も当てはまることが推測される 。

　以上の分析から ，次のような結論をトートは導き出している 。つまり ，ハンガリーの私有化が

終了に向かった１９９６年の所有構造は，比較的少数の所有者によって所有権は集中化されており ，

私人としての私的所有が支配的である 。他方，国家的所有の下にある企業が急速に減少しており ，

ハンガリー 人個人が過半数の所有権を有する企業数は７０％にも達する 。以上から ，ハンガリーの

移行経済のもとでは，私人としての所有者の出現を否定できないし，反対に所有権が分散化して

いるとは判断できない。ハンガリーの私有化の最大の功績は，ｒ真の所有者」に企業の所有権が

移行したことであり ，このことがハンガリー経済のミクロレベルでの市場適用力をつけ，また生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８４）



　　　　　　　　 ハンガリーは私有化のなかでどのような所有構造に達したのか（田中）　　　　　　　１３７

産性の改善をもたらしていることと関連しているとトートは主張する 。スタークの立論である再

結合所有がその中に含まれるはずのクロス所有という現象は極めて限られた分野 ・範囲でしか見

られず，普遍的とはいえない。また，年々変化することがありうる企業問から長期の普遍的な関

係の説明原理を引き出すことができないとしている 。

　再度まとめる必要はないだろう 。このような結論は，トート白身が指摘しているように，体制

転換期のハンガリー企業の企業問関係がどのような特徴であり ，あるいはどのような特徴に変化

しているのか，そしてそのなかで所有関係はどのような役割をはたしているのか，を直接的に解

明した結果ではない。むしろ ，ｒ点」としての企業同士を結んだｒ所有」という色のｒ線」が希

薄であることを確認している 。

第３章　 コヴ ァーチらの「ポスト社会主義終焉論」の検討

　次に，コヴァーチらのｒポスト社会主義終焉論」を検討の姐上に載せよう　［Ｋｏｖ三ｃｈ

Ｉｍｒｅ－Ｃｓｉｔｅ　Ａｎｄｒ６ｓ（１９９９）１。 この論文の問題意識は次の点にある 。つまり ，体制転換の初期に ，

国営大企業の転換と所有構造の再編について諸理論仮説が提起されたが，体制転換の終了しよう

とする時期に，所有構造を分析することによって，それらの理論的正否を実証してみようとして

いる 。ここで批判の対象として念頭に置かれているのは，ハンスキッシュらのノーメンクラトゥ

ーラ ・ブルジ ョアジー論やセレーニィのマネージャーリアリズム論，それにスタークの再結合所

有論である 。

　調査（１９９７年初頭）では，売り上げ収人（２億フォリント以上）からみた大企業の管理者（１０００名

計画した中から５８２名）とのインタビュー が管理者への登用経路，生活様式，家族的背景，政治的

選好について行われ，同時に５６６社の所有と効率に関する情報が収集されている 。検討されてい

るのは，企業のｒ国家的」過去性と所有構造が企業の活動と効率性に対してどのような重要な影

響を与えるのか，である 。１９９３－１９９７年の問の分析結果は以下の通りである 。

　１）所有構造と所有の特徴については，第６表を参照していただきたい。全体の１６ ．６％のシェ

　　アにしかならない国営 ・自治体所有の企業は，調査企業の総資産の６０ ．２％，従業員数の

第６表支配的所有に基づく企業タイプ （糸念萎女５４９キ土）

企業所有形態 比　率 企業数

外資系所有 ２３ ．３ １２８

国家 ・自治体所有 ！６ ．６ ９１

クロス所有一子会社 １６ ．９ ９３

小株主 ・協同組合型所有 ８． ２ ４５

労働者 ・管理者所有 ２３ ．９ １３ユ

企業家所有 １１ ．１ ６ユ

注１）それぞれが５０％以上所有している企業をタイプ分けした 。例えば，外国人所有者が５０％以上

　の所有権を有している場合に，その企業を外資系所有企業とした。銀行所有はクロス所有に分

　類されている 。

注２）全企業数のうち，その５０％を超える所有権をもつ者が所有者の中にいる企業は８５．４％であっ

　て，５０％を超えない所有者から構成されるいる企業は全体の１４．６％に過ぎない 。

出所 ：ＫｏｖるｃｈＩｍｒｅ－Ｃ ｓｉｔｅ Ａｎｄｒ色ｓ（１９９９） ，！２４ ．ｏ

（３８５）



１３８　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４８巻 ・第３号）

　６６ ．４％，売り上げ収入の５５．３％を有しているが，私的所有が支配的になっており ，所有の分

　散（ｄｉ丑ｕ・）は見られなく ，クロス所有は１６ ．９％しかない。１９９０年以前に設立された企業は

　全体の５分の１しかなく ，ほとんどがそれ以降設立されたものである 。１９８８年に活動してい

　た企業のうち１９９７年に活動している後継企業を所有タイプ別に分類すると ，従業員 ・管理者

　所有が３３ ．９％，国家 ・自治体所有が２６ ．７％で，外資所有が１２．７％であるのに対して，クロス

　所有は１５ ．２％に過ぎない 。

２）国営企業のうち，外資の手に渡ったのは大企業のなかでは比較的少なく ，多国籍企業はハ

　ンガリーに直接に進出してグリーンフィールド投資をするか，あるいは私有化の過程のなか

　に参加した場合でも ，旧国営企業と新規の会社を設立する方を選好している 。

３）管理者所有への発展については，私有化の過程で決定的要因とはならず，４９の旧大企業が

　管理者所有に移ったが，それが典型とはならなかった。全体の大企業のなかで役員管理者所

　有は８％しかない。（もちろん，個人の企業所有だけが問題ではなく ，会社を通じて国家的所有に接

　近することが問題である）。 しかも ，調査によれば，その中では旧国家所有比率がないかある

　いは非常に減少しているような新規の会社を設立することによって，管理者はその会社の多

　数所有を獲得していることが分かる 。

４）では，このような私的所有の発生はスタークのいう再結合所有に関連するのか。クロス所

　有は単に国家的所有の会社だけでなく ，私的企業にも有効で，企業規模が拡大するとクロス

　所有は増大している（先のトート論文を根拠にしている）。 クロス所有が大企業の１６ ．９％しかな

　いことは，それがハンガリー経済にとって典型でないことを意味している 。大企業の７ ．８％

　は一人の所有者の単独１００％所有であり ，外資系所有企業，国営企業は他の所有者が加わる

　ことを排除する傾向にある 。

５）さらに，スターク研究には次のような問題がある 。１９９７年現在の大企業の３８７％は新規設

　立分である 。その３分の２は私有化のなかで既存の企業の転換によって設立された。大企業

　の４３％の前身は旧国営企業である 。ところが，私有化研究の最大の論点は，国家所有が解体

　して，解体後の企業が再結合所有を形成する ，つまりその企業では国家的所有が多数を占め

　ることで国家的所有の解体が行われているのかどうか，という点であった。１９９７年調査では
，

　前身企業をもつ会社は決定的に転換によって設立されたのであって，前身企業からの分離に

　よって新設された企業は１７ ．７％しかない。第７表も同様な傾向を示している 。この表によれ

　ば，再結合所有になるはずの国営企業からの分離による企業設立は，国家所有企業群，労働

　者 ・管理者所有企業群よりも比率が小さい（１５５％）。 前身企業別分類（新規，転換，分離）に

　したがって，１９９６年の売上げ収入と１９９７年初期の雇用数についてその収入規模別，従業員規

　模別を観察しても ，いずれのケースでも ，分離によって設立された企業は比率が少ない。以

　上から見たように，現存の所有形態としてのクロス所有も ，発生経路として国営企業から分

　離した企業ももっとも小規模な存在でしかない。これに対して，スタークは上位２００社の私

　有化には再結合所有が有効であると主張しているのである 。

６）以上分析では，再結合所有の点からは，銀行所有の視点が欠落していたが，１９９７年の時点

　ではそれは小規模であり ，大企業の５％が銀行所有のもとにあるのに過ぎない。銀行部門は

　その私有化のなかで外資系が積極的であ ったが，その外銀は生産部門への投資に関心を示し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８６）
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ていない 。

第７表旧２３９国営企業から分割された企業の所有タイプ別比卒

所有タイプ

外資系所有

国家 ・自治体所有

クロス所有一子会社

小株主 ・協同組合型所有

労働者 ・管理者所有

企業家所有

比率　　　（内訳 ：％　　　転換　　パイアウト）

１６ ．７　　　　　　　　　　　　７０

２８ ．０　　　　　　　　　　　　８５

１５ ．５　　　　　　　　　　　　７０

５． ９　　　　　　　　　　　　８５

３１ ．０　　　　　　　　　　　　８９

２． ９　　　　　　　　　　　　５７

３０

１５

３０

１５

１１

４３

出所 ：Ｋｏｖ色ｃｈＩｍｒｅ－Ｃ ｓｉｔｅ Ａｎｄｒ色 ｓ（１９９９） ，１３１ ．ｏ

８）分析は更に，所有タイプと効率の関連性，所有タイプとマネジメントとの関連に及ぶが ，

ここでは，大企業の体制転換の４つのモデルを示すことでその分析を省略しよう 。ただし ，

　コ ヴァーチは４つのモデルのうちの３つ，つまり多国籍モデル，企業家モデルと再分配モデ

ルは市場経済型への転化と見傲している 。再分配モデルを市場経済的と見傲すのは，このタ

イプの企業の維持は政治的意思決定によってなされるのであり ，それはその企業を市場競争

に適用するように強制することとは対立しないとするからである 。むしろ ，コーペラティブ

　タイプの方（管理者と従業員所有，クロス所有，小株主 ・協同組合所有）が問題で，市場戦略原理

　とは対立して所有 ・労働者の利害が意思決定で重視されるとみている 。しかし，インタピュ

ーのなかでこのタイプの企業では経営者所有と経営者支配が強められているのでこのモデル

自体が終焉を迎えるとしている 。

９）全体の分析から ，コヴァーチらは多様な所有形態が収敏に向い，私的所有が支配的なもの

になったことを確認して，ポスト杜会主義という時期が終焉したことを主張している 。

　　　　　　　　　　　　　　　第８表　大企業の転換モデル

モデル区分 再分配 コーペラテイブ 企業家 多国籍企業

国　家　統　御 直接 コントロール 問接 コントロール，市 問接 コントロール，市 市場 コントロール，問

場コントロール 場コントロール 接コントロール

再分配的特徴 国家補助金，財政支払 個別国家補助金，財政 第２経済がソフトなコ 優遇税制，投資優遇 ，

いのソフトなコント 支払いと第２経済が場 ントロール 関税優遇

ロール 合によってはソフトな

コントロールを実施

所有タ　イ　プ 国家 ・自治体 コーペラテイブ 私的所有 私的所有

資　本　効　率 弱い 強い 強い 適切
資　　　　　産 滅少 減少 急激に上昇 安定的

労　働　効　率 低位 中位 中位 高位
労　働　者　数 減少 滅少 増加中 安定的

管　　　　　理 政治指向 利潤 ・所有指向 利潤指向 所有 ・利潤指向

出所 ：ＫｏｖａｃｈＩｍｒｅ－Ｃ ｓｉｔｅ Ａｎｄｒ色ｓ（１９９９） ，１４０．ｏ

　以上から明らかなように，コ ヴァーチらの分析は，再結合所有がそのなかに含まれるクロス所

有が大企業部門とハンガリー経済全体では現在典型的ではなく ，再結合所有が発生するはずの国

営企業からの企業分離が現在の大企業の中でも小規模な現象でしかないこと ，そして企業の銀行

所有も小規模であることから ，スタークの立論である再結合所有を否定している 。

（３８７）
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第３章　ハンガリーの大企業の所有者たち

　ハンガリーの代表的経済週刊誌，フィジェルー（オブザーバー）誌は，毎年ハンガリーの「ト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
ツプ２００社」について別冊特集を組んでいる 。それによると（金融機関は除外），上位２００社は純売

上げ収入が全体の２８％を占めており（分野によってかなりのばらっきがあり ，電力，ガス ，水道，タバ

コ， 化学では占有率が高い），雇用者数の１０分の１ ，税引き前の収入額の半分，総輸出額の５７％
，

総純資産額の５２％（毎年変動があるが），付加価値総額の３９％を占めていることを示している 。ハ

ンガリー経済の大企業による寡占的集中が進行している 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
　ところで，ヴォスカはその前年の１９９７年の資料に基づきながら ，上位１００杜の大企業の所有構

造を以下のように整理している 。

　１）１００社のうち ，７９％は何らかの形で（少数株所有から！００％所有まで）外資に関係している 。

　　国有 ・社会団体 ・自治体所有関係は３７％，個人所有関係は３０％，ハンガリー系他企業所有

　　（銀行所有は除く）関係は２０数％，労働者 ・管理者所有関係と金融機関投資家関係はそれぞれ

　　１０％以上である 。ところが，第９表から明らかなように，多数株所有の地位にあるのは，外

　　資と中央政府ということになる 。

　　　　　　第９表　上位１００社における国家組織，外資投資家，ハンガリー企業の所有

所有別タイプ 多数株所有＊ 少数株所有 小計

外　資　系　企　業
内訳会社

５０ ２３ ７３

金融投資機関
１１ １１

小計
５０ ３４ ８４

国　　家　　所　　有
内訳中央政府 １１ １８ ２９

地方自治体 ３ １６ １９

小計
１４ ３４ ４８

国　　内　　企　　業
内訳民問企業 ２ ２０ ２２

国営企業 ４ １ ５

小計 ６ ２１ ２７

＊５０ ．０１％以上の株式比率

出所 ：Ｖｏｓｚｋａ 丘ｖａ（１９９９ｂ）
，３６．ｏ

２）その特徴は資本構造の集中化である 。大企業の多くは一人所有の企業であり ，３人以上の

所有者がいる企業は４４％もあるが，これは３人の所有者に所有権が均等に分散しているので

はなく ，その（４４％）うちの４０％についても ，多数株所有者が存在する 。だから計７３の企業

は多数株所有者の会社と言うことになる 。この年の上位１００社から２００社の調査によっ ても
，

その８０％は単独 ・過半数株所有の企業である 。

３）主要な基本的所有者の最大の集団は，第１０表にあるように，単独絶対所有をしめる４４％の

比率を持つ，外資系子会社であり ，１００社のうち６３社がこの分類に入る 。次の集団は純粋な

国営企業で１１％を保有している 。第３は分割された金融機関所有である 。

（３８８）
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　　　第１０表　上位１００社の所有タイプと所有比率の関係

１４１

所有比率の数値
決定的所有タイプ

２５ ．０１－５０ ．Ｏ ５０ ．０１－ ９０ ．Ｏ ９０ ．０１－１００ ．０

小計

外　　　　資
１３ ６ ４４ ６３

国　　　　家 ０ ３ １！ １４

国　内　会　社 ３ ５ ９

従業員所有 ３ ３ ０ ６

支配的所有者不在 Ｏ 一 一 ８

小　　　計 １９ １３ ６０ １００

　　　　　出所 ：Ｖｏｓｚ
ｋａ 宣ｖａ（１９９９ｂ）

，３６．ｏ

　４）以上から ，ハンガリーの所有構造は以下の２点が明らかである 。第１に，私有化の中で ，

　　ハンカリーの上位企業の圧倒的多数は，私的株王の統御のもとに入 っており ，第２に，それ

　　も外資系所有者のもとに圧倒的な部分が入っている 。英米的な分散所有が出現しなかったし ，

　　相対的に，国家所有の企業の割合が大きい。上位１００社のうち ，他の会社が所有者になって

　　いるのはわずか９社しかない。そのうち２杜は新規に設立された企業であり ，残りのうち２

　　社は私有化される予定である 。しかしながら ，以上の検討は所有者の分析であ って，所有関

　　係の調査ではない。所有関係では，投資関係が企業問ネ ノトワークを発生させているが，最

　　大のシェアを占める外資の所では見られない。１９９７年以降のトレンドをみても ，所有の集中

　　化が企業内部でも企業問でも進行するだろう 。

　以上から ，ヴォスカの検討結果は明瞭である 。所有の２重の集中，外資系資本の優位が示され ，

分散的所有と企業間所有ネ ノトワークの普遍性は否定されている 。

まとめにかえて

　以上の３つの調査研究の結果は，以下の点を明らかにしている 。

　第１に，いずれの研究も ，１９９０年代後半の私有化が終了局面にはいったハンガリーの所有構造

をネ ットワーク型の再結合所有として把握することを否定している 。それは部分的，過渡的現象
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９〕
としてみなされるか，あるいはそれ自体が否定される可能性をもっ ている 。この否定は，しかし

ながら ，ハンガリー経済の所有構造総体とそれによる経済構造の特徴づけによって導き出された

ものではない。その全体像の構築という作業がまだ残されている 。

　第２に，では，上記の３つの分析からハンガリーの現在の所有構造はどのように特徴づけるこ

とができるのか。それは，１）マクロレベルと企業内との双方での所有の集中であり ，そして

２）旧国家資産は，主要には，機関所有あるいは混合所有，問接的な国家的所有の形ではなしに ，

「真の所有者」の手に移行したことの２点であろう 。ここでいう「真の所有者」とは，個人所有

者と戦略的投資家である外資を示している 。自治体や杜会保障基金の所有も局地的な現象に留ま

った 。

　第３に，私有化の最大の成果は私有領域が拡大したこと ，その意味で私有化の自己目的自体が

達成されたと判断できるだろう 。そのことは以下のことを含意している 。つまり ，ハンガリーで

は， もちろん人民資本王義が発生することはなか ったし，また，再結合所有のような混合所有が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８９）
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優位に形成されることもなかった。さらには旧管理者による大企業支配論も主要な潮流にはなら

なかった。その意味で，ハンカリーの所有構造は，チェコやロシア，スロハキア，ルーマニア ，

新ユーゴ，クロアチアとは明確に異なる構造を持っていると判断することができないだろうか 。

その相違を引き出したひとつの要因は，ｒ市場をべ一スに市場的方法」（Ｇｙ・・ｇｙ　Ｃ・・ｋ
ｌ－

Ａｋ・・ Ｍ・。

・ｈ・・（１９９８））によって競争的に私有化が実施されたことによるだろう 。それは同時にハンガリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
の所有構造の形成が外資に委ねられた結果でもあった。チャバが指摘する体制転換の３つの欠陥

が部分的に克服されていると判断できるだろう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

１）　タルドシュの総括は以下の通りである 。収入重視戦略と現金化方式は論拠のあるものだったが，こ

　の方式は完全なものではない。また，私有化がハンガリー経済の安定化と効率化に貢献したが，それ

　にもかかわらず，社会的反発が多く ，必ずしも正義による私有化ではなかった。私有化は終焉に近づ

　いているが，最後まで残された課題（残ってる資産の売却か維持かの決定，その売却方法の工夫，そ

　のための規制された競争の効果など）が解決を迫られている 。［Ｔａｒｄｏｓ　Ｍ枇ｏｎ（１９９８） ，３３１－３３２

　０
．１

２）田中　宏（１９９７年）を参照
。

３）西村可明（１９９５年），田中　宏（１９９５年）による検討を参照 。

４）簡略な全体的特徴つけは以下の文献に負 っている 。Ｃ．ａ
ｋ１－Ｍａｓ．ｈｅ。（１９９８），Ｖｏ。。

ｋａ（１９９９）

５）本文中の数値と第１表の数値には若干の薗且鯖があるが，ほぼ傾向は近似している 。

６）　より根本的には，方法論的個人主義を採用するかどうかの違いがあるが，ここでは触れない 。

７）複式簿記を採用し，納税している１２ ．７０００社を対象にしている
。

８）売上げ収入の３分の１ ，輸出の２分の１を占める 。

９）　トートによれば，未発表論文（１９９７年）でスターク自身が否定しているという 。ここではそれが入

　手できないのでその点は検討されていない 。

１０）私有化の国内的資金不足のなかで，誰が国内の「真の所有者」になったのかの検討が次の課題であ

　り ，外資と私有化の関係，銀行と公共施設 ・エネルギー・ インフラ部門の私有化についても検討が必

　要となる 。
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Ｇｙｏｒｇｙ　Ｃｓａｋ
１－
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．ｏ
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西村可明（１９９５年） ：「市場経済への移行期における所有構造」『経済研究』Ｖｏ１．４６．Ｎｏ．３．Ｊｕｌ．１９９５
．ｐｐ

　　２６０－２８１
．

田中　宏（１９９５年） ：「欧州統合と東欧型資本主義」『高知論叢』第５２号（１９９５年３月）ｐｐ．３７ －５０
．

田中　宏（１９９７年） ：「ＩＭＦと競争論的体制転換論」『比較経済体制研究』第４号ｐｐ．１５－１６
．

Ｔａｒｄｏｓ　Ｍａｒｔｏｎ　（１９９８）　Ｓｌｋ
ｅｒｅｓ－ｅ　ａ　ｐｒ１ｖａｔ１ｚａｃｌｏ，Ｍ

ａｇｙａｒｏｒｓｚａｇ１ｔａｐａｓｚｔａ１ａｔｏｋ　（１９９０ －１９９７）
，

　　Ｋ抜ｇ肌あ５６４８泌〃Ｚ３，ＶＬＶ．６ｖｆ
．，

１９９８．るｐｒｉ１ｉｓ（３１７－ ３３２
．ｏ

．）
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Ｅｖａ　Ｖｏｓｚｋａ（１９９９ａ）　Ｐｒ１ｖａｔ１ｚａｔ１ｏｎ　ｍ　Ｈ
ｕｎｇａｒｙ　Ｒｅｓｕ１ｔｓ　ａｎｄ　Ｏｐｅｎ　Ｉｓｓｕｅｓ／ｕｎｐｒｍｔｅｄ　ｐａｐｅｒ／

Ｖｏｓｚｋａ 宣ｖａ（１９９９ｂ）Ｔｕｌａｊｄｏｎｏｓｏｋ　ａ　Ｎａｇｙｖａ１１ａｔｏｋｂａｎ，Ｗｅ１ｓｓ　Ｍａｎｆｒｅｄ　ｕｔｏｄａ１，亙側６Ｚ６．１９９９

　　　ｔｅｍｂｅｒ１６ －２２ ．３５－４９
．ｏ

１４３
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（３９１）


	ハンガリーは私有化のなかでどのような所有構造に達したのか
	は　じ　め　に
	第１章　ハンガリー私有化の約１０年
	第２章　トートによる企業家の所有結合についての分析結果
	第３章　コヴァーチらの「ポスト社会主義終焉論」の検討
	第３章　ハンガリーの大企業の所有者たち
	まとめにかえて
	注
	参考引用文献



